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                                   平成 29年 3月 31日 

各 位 

                     上場会社名     株 式 会 社    郷 鉄 工 所 

                     代表者名        代表取締役社長  林  直樹 

                      （コード番号 ６３９７）     

                     問合せ先責任者   常務執行役員   若山 浩人 

                      （ＴＥＬ. ０５２-５８６－１１２３） 

 

流動資産の譲渡契約の締結並びに債務免除等の金融支援に伴う 

特別利益の計上に関するお知らせ 

 

当社は、平成 29年 3月 31日開催の取締役会において、流動資産を一部譲渡することにつ

いて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．譲渡の理由 

当社は、前連結会計年度及び当第３四半期連結累計期間に営業損失、経常損失、親会社

株主に帰属する四半期（当期）純損失及びマイナスの営業キャッシュ・フローを計上し、

債務超過の状態であることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象

又は状況が存在しております。これらの状況を早急に解消すべく、取締役会で検討を続

けてまいりました結果、経営資源の有効活用により財務体質の強化を図るため、当社が所

有しております流動資産（在庫品の破砕機）を、当社の債権者である株式会社ラグジュネ

ルへの借入金の返済として譲渡いたします。 

今回の流動資産の売却に際しては、基本的には売却益の全額を特別利益として計上す

ることとなりますが、評価額を大幅に上回る売却金額での取引とみなされた場合、それ

ぞれの資産の評価額と売却金額の差額分に関しては、実質的な債務免除であるとみなさ

れる可能性が生じます。 

当該債務免除については、東京証券取引所の有価証券上場規程及び名古屋証券取引所

の株券上場廃止基準において、直前事業年度の末日における債務の総額（5,443百万円）

の１００分の１０に相当する額以上の免除を受けた場合、上場廃止となります（当社は

有価証券上場規程第６０５条第１項及び株券上場廃止基準第 3 条の 2 に規定する再建計

画等の審査に係る申請は行いません）。今回の売却に伴う実質的な債務免除金額について

は、監査法人において評価額の検証を行う必要があり、現時点では確定できないことか

ら、当社は債務免除の金額によっては上場廃止となるリスクを有しています。債務免除

の金額等については判明次第、あらためて開示を行うことといたします。 

 

                                                              単位：百万円（未満切捨て） 

貸付人 借入額 譲渡価格（税込み） 相殺後の借入額 
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株式会社ラグジュネル 60百万円 60百万円 0百万円 

 

２．流動資産の譲渡の概要 

 （１）流動資産の譲渡内容                    単位：百万円（未満切捨て） 

在庫品の内容 帳簿価格 譲渡価格 特別利益 現況 

破砕機Ｓ１０ 

破砕機５４×３０Ｌ 
18百万円 55百万円 37百万円 棚卸在庫 

 ・特別利益には、売却価格が評価額を上回る価格となった場合、債務免除額が含まれる可能性

があります。 

・評価額については、現在精査中のため、記載を省略しております。 

 

（２）流動資産の譲渡先の概要 

  ①の譲渡先の概要 

(1)名称 株式会社ラグジュネル 

(2)所在地 東京都港区南青山二丁目７番７号 

(3)代表者の役職・氏名 代表取締役 西尾直美 

(4)事業の内容 化粧品の輸入販売 

(5)資本金 2500万円 

(6)純資産  

(7)総資産  

(8)大株主及び持株比率 西尾直美 100% 

(9)当該会社との関係 資本関係 ありません 

人的関係 ありません 

取引関係 60百万円を借入しております。 

関連当事者へ

の該当状況 

該当ありません。 

 

（３） 流動資産の譲渡日程 

① 取締役会決議日    平成 29年 3月 31日 

② 在庫品売買契約日   平成 29年 3月 31日 

③ 在庫品引渡日     平成 29年 3月 31日 

 

 ３．特別利益の計上等今後の見通し 

 本取引が業績に与える影響については、現在精査中であり、影響について明らかになり次

第、お知らせいたします。 

また、本取引の影響や第４四半期の業績等を踏まえて現在、業績に与える影響について

は再度精査していることから、現時点で債務超過が解消されるかどうかは不明確な状況で

すので、確定次第お知らせいたします。 

本取引は、当社が所有する流動資産の売却であり、当該資産の売却による代金は全て借入
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金と相殺されるため、新たなキャッシュ・フローの創出にはなりません。そのため、引き続

き資金調達は必要となります。ただし、本件取引により、借入金の削減、金利・手数料負担

の軽減の効果は期待できます。 

 

以 上 


